
 

関連条文 建築基準法第 56 条の２ 

 

参  考 東京都建築安全条例とその解説改訂三十六版ｐ372 

 

日影規制の取扱い 
  

１．「閉鎖方式」「発散方式」について 

 日影規制の「閉鎖方式」か「発散方式」とするかは任意とする。 

 

２．日影図を作成する場合の北緯について 

 渋谷区役所は北緯 35度 39 分だが、日影図を作成する場合は北緯 36度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


